
九

世

紀

の

城

柵

と

北

方

社

会

―
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
と
そ
の
挫
折
―

新

井

隆

一

は
じ
め
に

―

田
村
麻
呂
と
城
柵

―

坂
上
田
村
麻
呂
は
、
延
暦
十
三
年
（
七
九
四
）
か
ら
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）

ま
で
の
期
間
に
、
合
計
四
回
東
北
へ
赴
い
た
〈
表
〉
。
彼
は
、
ま
ず
一
回
目
は
副
使

と
し
て
、
征
夷
大
将
軍
大
伴
弟
麻
呂
を
助
け
た
。
そ
し
て
、
二
回
目
の
延
暦
二
十
年

（
八
〇
一
）
に
は
、
征
夷
大
将
軍
・
陸
奥
出
羽
按
察
使
・
陸
奥
守
・
鎮
守
府
将
軍
と

し
て
、
征
夷
の
最
高
責
任
者
と
な
り
、
三
回
目
の
延
暦
二
十
一
年
（
八
〇
二
）
に
は
、

胆
沢
周
辺
の
蝦
夷
の
総
帥
・
ア
テ
ル
イ
を
投
降
さ
せ
、
造
胆
沢
城
使
と
し
て
胆
沢
城

を
築
城
し
た
。
さ
ら
に
、
四
回
目
の
延
暦
二
十
二
年
（
八
〇
三
）
に
は
、
造
志
波
城

使
と
し
て
北
へ
向
か
い
、
志
波
城
を
造
営
し
た
。

ま
た
、
彼
は
出
羽
国
の
城
柵
を
整
備
し
た
。
出
羽
郡
井
口
の
地
に
、
出
羽
国
府
を

建
て
た
（
『
日
本
三
代
実
録
』
仁
和
三
年
（
八
八
七
）
五
月
二
十
日
条
）。
出
羽
国
府

が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
論
争
は
い
ま
だ
決
着
を
み
て
い
な
い
が
、
発
掘
成
果
と

照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
酒
田
市
に
あ
る
城
輪
柵
に
該
当
す
る
。
さ
ら
に
、

大
仙
市
の
払
田
柵
も
九
世
紀
初
頭
に
造
ら
れ
て
お
り
、
田
村
麻
呂
の
一
連
の
行
動
の

な
か
で
、
設
置
さ
れ
た
蓋
然
性
が
高
い
。
払
田
柵
は
、
九
世
紀
以
降
の
雄
勝
城
に
あ

た
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
建
て
ら
れ
た
秋
田

(
)

城
で
も
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
、
政
庁
域
の
全
面
改
修
や
東
門
の

改
築
な
ど
が
行
わ
れ
た
。

(
)

こ
う
し
て
、
田
村
麻
呂
の
手
に
よ
っ
て
、
古
代
国
家
は
、
現
在
の
盛
岡
―
秋
田
ラ

イ
ン
ま
で
城
柵
網
を
敷
き
、
陸
奥
国
の
北
上
川
流
域
一
帯
、
出
羽
国
の
庄
内
平
野
、

横
手
盆
地
と
い
っ
た
地
域
に
大
き
な
拠
点
を
形
成
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

れ
ら
の
城
柵
を
整
備
す
る
こ
と
で
目
指
さ
れ
た
北
方
支
配
の
体
制
を
「
田
村
麻
呂
プ

ラ
ン
」
と
呼
び
た
い
。
以
下
の
考
察
で
は
、
こ
れ
ら
の
城
柵
と
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
の

実
相
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
い
く
。

一

田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
と
渡
嶋
（
北
海
道
）

ま
ず
、
日
本
列
島
最
北
の
渡
嶋
（
北
海
道
）
か
ら
み
て
い
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
、

田
村
麻
呂
の
征
夷
期
の
論
点
は
、
陸
奥
国
の
城
柵
の
整
備
や
胆
沢
の
ア
テ
ル
イ
と
の

戦
い
に
主
眼
が
置
か
れ
て
き
た
。
果
た
し
て
、
田
村
麻
呂
の
方
針
は
渡
嶋
ま
で
及
ん

で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
史
料
一
〉『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
九

禁
制
事

－ 1 －



太
政
官
符

禁
三

断
私
交
二

易
狄
土
物
一

事

右
被
右
大
臣
宣
偁
、
渡
嶋
狄
等
来
朝
之
日
、
所
レ

貢
方
物
、
例
以
二

雑
皮
一

。
而

王
臣
諸
家
競
買
二

好
皮
一

、
所
レ

残
悪
物
以
擬
レ

進
レ

官
。
仍
先
下
レ

符
禁
制
已
久
。

而
出
羽
国
司
寛
縦
曾
不
二

遵
奉
一

。
為
レ

吏
之
道
豈
合
レ

如
レ

此
。
自
今
以
後
、
厳

加
二

禁
断
一

。
如
違
二

此
制
一

、
必
処
二

重
科
一

。
事
縁
二

勅
語
一

。
不
レ

得
二

重
犯
一

。

延
暦
二
十
一
年
六
月
二
十
四
日

〈
史
料
一
〉
は
、
王
臣
家
と
渡
嶋
蝦
夷
と
の
毛
皮
を
め
ぐ
る
私
交
易
に
関
し
て
、

出
羽
国
司
を
譴
責
す
る
太
政
官
符
で
あ
る
。
延
暦
二
十
一
年
と
い
え
ば
、
ま
さ
に
田

村
麻
呂
が
活
躍
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
こ
の
官
符
は
、
彼
の
報
告
を
も
と
に
出
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

や
や
詳
し
く
み
て
み
る
と
、
「
渡
嶋
狄
（
蝦
夷
）
が
来
朝
し
て
く
る
と
き
は
毛
皮

を
持
っ
て
く
る
が
、
王
臣
家
が
競
っ
て
好
皮
（
良
質
の
毛
皮
）
を
買
っ
て
し
ま
う
た

め
、
官
に
は
質
の
悪
い
毛
皮
し
か
残
ら
な
い
。
以
前
に
も
禁
制
を
出
し
た
が
、
出
羽

国
司
の
統
制
が
行
き
届
か
な
い
。
」
と
解
釈
で
き
る
。
つ
ま
り
、
出
羽
国
司
よ
り
も

先
に
、
王
臣
家
が
良
質
の
毛
皮
を
買
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
従
来
、
こ
の
官
符
は
、

渡
嶋
蝦
夷
（
＝
北
海
道
の
擦
文
人
）
と
王
臣
家
と
の
交
易
の
場
を
秋
田
城
に
設
定
し
、

秋
田
城
の
交
易
面
で
の
機
能
を
強
調
す
る
の
に
利
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も

(
)

そ
も
王
臣
家
は
、
秋
田
城
に
お
い
て
、
出
羽
国
司
の
目
を
掻
い
潜
り
、
交
易
な
ど
行

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
王
臣
家
と
渡
嶋
蝦
夷
は
、
秋
田
城
に
入
る
前
に
取
引
を
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
こ
の
官
符
に
は
、
ど
こ
に
も
秋
田
城
に
関
し
て
の

記
述
は
な
い
。
従
っ
て
、
〈
史
料
一
〉
以
前
は
、
交
易
の
場
を
秋
田
城
に
設
定
す
る

の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
、
渡
嶋
蝦
夷
と
王
臣
家
は
、
出
羽
国
司
の
目
を
逃

れ
て
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
交
易
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〈
史
料
二
〉『
日
本
書
紀
』
斉
明
五
年
（
六
五
九
）
三
月
是
月
条

是
月
、
遣
阿
倍
臣
、
〈
闕
レ

名
〉
。
率
二

船
師
百
八
十
艘
一

、
討
二

蝦
夷
国
一

。
阿
倍

臣
、
簡
二

集
飽
田
・
渟
代
二
郡
蝦
夷
二
百
卌
一
人
、
其
虜
卅
一
人
、
津
軽
郡
蝦

夷
一
百
十
二
人
、
其
虜
四
人
、
胆
振
鉏
蝦
夷
廿
人
於
一
所
一

、
而
大
饗
賜
レ

禄
。

〈
胆
振
鉏
、
此
云
二

伊
浮
梨
娑
陛
一

。〉
即
以
三
船
一
隻
、
与
二

五
色
綵
帛
一

、
祭
二

彼
地
神
一

。
至
二

肉
入
籠
一

時
、
問
菟
蝦
夷
胆
鹿
嶋
・
菟
穂
名
二
人
進
曰
、
可
下

以
二

後
方
羊
蹄
一

、
為
中

政
所
上

焉
。
〈
肉
入
籠
、
此
云
二

之
之
梨
姑
一

。
問
菟
、
此

云
二

塗
毗
宇
一

。
菟
穂
名
、
此
云
二

宇
保
那
一

。
後
方
羊
蹄
、
此
云
二

斯
梨
蔽
之
一

。

政
所
、
蓋
蝦
夷
郡
乎
。
〉
随
二

胆
鹿
嶋
等
語
一

、
遂
置
二

郡
領
一

而
帰
。
授
下

道
奥

与
レ

越
国
司
位
各
二
階
、
郡
領
与
二

主
政
一

各
一
階
上

。
〈
或
本
云
、
阿
倍
引
田
臣

比
羅
夫
、
与
二

粛
慎
一

戦
而
帰
。
献
二

虜
卌
九
人
一

。〉

田
村
麻
呂
よ
り
百
五
十
年
ほ
ど
前
の
七
世
紀
中
葉
、
阿
倍
比
羅
夫
の
率
い
る
大
船

団
が
日
本
海
沿
岸
を
北
上
し
、
渡
嶋
ま
で
進
出
し
た
。
〈
史
料
二
〉
は
、
飽
田
（
秋

田
）、
渟
代
（
能
代
）、
津
軽
な
ど
北
奥
羽
を
経
由
し
て
、
北
上
し
た
こ
と
を
伝
え
る
。

そ
し
て
、
彼
は
、
現
地
の
蝦
夷
の
要
請
に
基
づ
い
て
、
後
方
羊
蹄
に
政
所
を
設
置
す

る
。
後
方
羊
蹄
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
江
別
・
恵
庭
・
千
歳
の
道
央
低
地
帯
と
日
本

海
側
の
余
市
周
辺
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
七
世
紀
中
葉
の
渡
嶋

に
政
所
と
呼
ば
れ
る
拠
点
が
設
置
さ
れ
た
。

(
)

そ
こ
で
、
道
央
低
地
帯
に
、
北
海
道
式
古
墳
と
い
わ
れ
る
本
州
の
末
期
古
墳
の
流

－ 2 －



－ 3 －

れ
を
汲
む
墳
墓
が
営
ま
れ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
副
葬
品
に
は
、
蕨
手
刀
・
直
刀

・
農
具
な
ど
豊
富
な
鉄
製
品
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
鉄
製
品
は
本
州
で
造
ら
れ
た

(
)

も
の
で
あ
る
。
周
辺
の
集
落
か
ら
は
、
土
師
器
・
紡
錘
車
な
ど
の
生
活
用
具
や
玉
類

な
ど
信
仰
を
表
す
も
の
が
出
土
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
時
期
の
道
央
低
地
帯
に
は
、

(
)

在
地
の
伝
統
的
な
土
壙
墓
群
も
拡
が
る
。
し
か
も
、
古
墳
同
様
に
豊
富
な
鉄
製
品
を

副
葬
す
る
も
の
も
あ
る
。
異
な
る
二
つ
の
形
態
の
墓
に
葬
ら
れ
た
人
た
ち
の
出
自
は
、

違
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
葬
送
に
際
し
て
の
儀
礼
な
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ

の
墓
制
に
応
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
前
者
の
被
葬
者
は
、
移
住
者
の
可

能
性
が
高
い
。

お
そ
ら
く
、
移
住
者
の
出
自
は
、
北
奥
羽
の
末
期
古
墳
の
分
布
が
太
平
洋
沿
岸
に

偏
る
こ
と
か
ら
、
三
陸
沿
岸
か
ら
八
戸
周
辺
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
、
八
世
紀
前
後
の

(
)

時
期
に
、
こ
の
地
域
か
ら
は
、
擦
文
文
化
と
関
連
の
深
い
、
沈
線
の
施
さ
れ
た
土
師

器
が
出
土
す
る
。
古
墳
群
の
副
葬
品
も
類
似
す
る
。
と
も
か
く
、
北
奥
羽
か
ら
の
移

(
)

(
)

住
者
と
在
地
の
首
長
層
と
の
間
で
、
鉄
製
品
と
特
産
物
と
の
交
易
が
行
わ
れ
た
。
政

所
は
そ
う
し
た
交
流
の
場
で
あ
り
、
移
住
者
の
使
命
は
政
所
を
管
理
・
運
営
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
交
易
の
ラ
イ
ン
は
、
道
央
低
地
帯
と
八
戸
周
辺
に
と
ど
ま

ら
な
い
。
宮
古
市
長
根
Ⅰ
遺
跡
、
八
戸
市
丹
後
平
古
墳
群
、
恵
庭
市
柏
木
東
遺
跡
で

は
、
都
で
鋳
造
さ
れ
た
和
同
開
珎
が
出
土
し
て
い
る
。
北
奥
羽
の
末
期
古
墳
で
出
土

す
る
和
同
開
珎
は
、
蝦
夷
が
都
へ
上
京
朝
貢
し
た
際
の
回
賜
品
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

(
)

こ
の
こ
と
は
、
北
方
交
易
の
ラ
イ
ン
に
、
都
の
有
力
貴
族
た
ち
が
関
与
し
て
い
た
こ

と
を
窺
わ
せ
る
。

例
え
ば
、
七
世
紀
中
葉
、
蘇
我
蝦
夷
は
、
都
を
訪
れ
た
蝦
夷
を
自
邸
に
招
い
て
饗

宴
を
催
し
て
い
る
（
『
日
本
書
紀
』
皇
極
元
年
（
六
四
二
）
十
月
丁
酉
条
）。
ま
た
、

七
世
紀
後
半
に
は
、
倭
王
権
は
、
二
百
十
三
人
の
蝦
夷
を
飛
鳥
寺
西
の
槻
木
の
も
と

で
饗
応
し
て
い
る
（
『
日
本
書
紀
』
持
統
二
年
（
六
八
八
）
十
二
月
丙
申
条
）。
飛
鳥

寺
は
、
倭
王
（
天
皇
）
を
頂
点
と
す
る
王
権
構
成
員
に
と
っ
て
、
思
想
・
学
芸
・
技

術
な
ど
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
と
す
る
と
、
二
百
十
三
人
も
の
蝦
夷
を
饗
応
す

(
)

る
に
あ
た
り
、
そ
こ
に
駆
り
出
さ
れ
る
人
々
、
用
い
ら
れ
る
食
材
・
容
器
な
ど
は
、

王
権
を
構
成
す
る
有
力
貴
族
が
供
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
は
、
蝦

夷
と
有
力
貴
族
と
の
人
格
的
な
結
び
つ
き
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
北
奥
羽
と
都
を
往

来
す
る
蝦
夷
は
、
交
易
者
の
よ
う
な
役
割
も
果
た
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
八
世
紀
前
半

の
事
例
に
な
る
が
、
長
屋
王
邸
宅
跡
で
出
土
し
た
木
簡
に
は
、「
渤
海
使
」「
交
易
」

な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
り
、
都
に
入
京
し
た
渤
海
使
を
長
屋
王
が
自
ら
の
邸
宅

に
招
い
た
様
子
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
時
期
入
京
し
た
蝦
夷
に
も
、
都
の
貴
族
は
様
々

(
)

な
形
で
接
触
を
図
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
三
陸
沿
岸
の
首
長
層
や
道
央

低
地
帯
の
移
住
者
の
バ
ッ
ク
に
は
、
こ
の
よ
う
な
勢
力
が
存
在
し
た
。

〈
史
料
三
〉『
続
日
本
紀
』
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
正
月
丙
子
条

遣
二

渡
嶋
津
軽
津
司
従
七
位
上
諸
君
鞍
男
等
六
人
於
靺
鞨
国
一

、
観
二

其
風
俗
一

。

さ
て
、
養
老
四
年
渡
嶋
津
軽
津
司
の
諸
君
鞍
男
等
六
人
が
靺
鞨
国
へ
派
遣
さ
れ
た
。

「
靺
鞨
」
は
ア
シ
ハ
セ
と
訓
み
、「
粛
慎
」
の
古
訓
と
通
じ
る
。『
日
本
書
紀
』
に
登

(
)

場
す
る
「
粛
慎
」
は
、
当
時
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
か
ら
日
本
海
沿
岸
を
南
下
し
、
奥

尻
島
に
ま
で
進
出
し
た
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
集
団
に
比
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、

(
)

鞍
男
等
六
人
の
派
遣
の
目
的
は
、
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
風
俗

を
観
察
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
オ
ホ
ー
ツ
ク
海
沿
岸
の
枝
幸
町
目
梨
泊
遺
跡
で
は
、

(
)
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多
数
の
蕨
手
刀
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
関
連
が
憶
測
さ
れ
て
い
る
。
渡
嶋
津
軽
津
司

(
)

は
、
日
本
列
島
北
辺
各
地
に
点
在
し
た
港
湾
拠
点
の
管
理
な
ど
に
携
わ
る
官
司
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
道
央
低
地
帯
の
政
所
も
、
津
司
の
管
轄
に
置
か
れ
た
可
能
性
が

高
い
。
津
司
の
官
人
は
、
道
央
低
地
帯
の
政
所
を
訪
れ
、
交
易
を
行
い
、
毛
皮
な
ど

を
入
手
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
北
方
交
易
は
、
道
央
低
地
帯
の
首
長

層
・
北
奥
羽
か
ら
の
移
住
者
・
津
司
の
官
人
の
三
者
の
接
触
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
八
世
紀
中
葉
、
遣
渤
海
使
を
派
遣
す
る
際
に
、
藤
原
仲

麻
呂
が
自
邸
で
送
別
の
宴
を
催
し
て
い
る
例
が
あ
る
（
『
万
葉
集
』
巻
二
十
）。
津
司

を
派
遣
す
る
際
に
も
、
都
の
有
力
貴
族
が
鞍
男
ら
を
接
遇
す
る
な
ど
、
何
ら
か
の
関

係
を
も
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

む
ろ
ん
、
道
央
低
地
帯
の
首
長
層
と
は
、
文
献
に
み
え
る
渡
嶋
蝦
夷
の
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
渡
嶋
蝦
夷
に
と
っ
て
、
特
産
物
を
貢
納
す
る
場
は
、

自
ら
の
本
拠
地
に
近
い
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
層
が
獲
得
し
た
特
産
物
を

個
別
に
貢
納
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
の
ち
、
古
代
国
家
は
天
平
五
年
出
羽
柵
を
秋
田
へ
遷
し
た
時
点
で
、
渡
嶋
蝦

夷
と
の
交
易
の
拠
点
を
秋
田
城
に
一
元
化
し
よ
う
と
し
た
。
古
代
国
家
は
、
渡
嶋
津

軽
津
司
を
廃
止
し
、
北
方
交
易
の
中
心
に
、
秋
田
城
司
を
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
、
九
世
紀
前
半
ま
で
、
秋
田
城
は
そ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
出
羽
国
俘
囚
七
十
八
人
が
諸
司
と
参
議
以
上
の
奴
婢
と
し
て
分
配
さ

れ
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
（
七
七
六
）
十
一
月
癸
未
条
）。
陸
奥
・
出
羽

両
国
に
お
い
て
、
王
臣
家
が
俘
奴
婢
を
買
い
求
め
て
い
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十

九

禁
制
事

延
暦
六
年
正
月
二
十
一
日
官
符
）
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
蝦
夷
と
都

の
貴
族
の
紐
帯
が
、
八
世
紀
後
半
に
至
っ
て
も
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

し
か
も
、
延
暦
六
年
の
官
符
は
、
北
方
史
に
お
い
て
、
文
献
史
料
上
、
交
易
を
行
う

主
体
と
し
て
の
王
臣
家
が
初
め
て
登
場
し
て
く
る
。
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
、
か
つ

て
、
北
奥
羽
と
都
を
往
来
し
、
有
力
貴
族
の
邸
宅
に
赴
い
て
い
た
蝦
夷
た
ち
は
、
俘

囚
・
俘
奴
婢
な
ど
と
し
て
王
臣
家
に
入
り
込
み
、
そ
の
使
者
と
な
り
北
方
交
易
の
一

翼
を
担
う
存
在
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

〈
史
料
一
〉
は
、
渡
嶋
蝦
夷
が
秋
田
城
に
入
る
前
に
、
王
臣
家
と
取
引
し
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
渡
嶋
か
ら
出
航
す
る
と
き
す
で
に
、
交
易

相
手
は
決
ま
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
津
司
廃
止
後
も
、
都

の
有
力
貴
族
（
王
臣
家
）
の
使
者
た
ち
と
北
海
道
式
古
墳
の
被
葬
者
の
後
裔
と
道
央

低
地
帯
の
首
長
層
の
つ
な
が
り
は
、
継
続
し
て
い
た
。
と
く
に
、
八
世
紀
後
半
以
降
、

王
臣
家
は
、
交
易
者
と
し
て
活
動
を
す
る
蝦
夷
と
深
い
か
か
わ
り
を
も
ち
、
北
方
交

易
に
深
く
関
与
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
状
況
を
目
の
当
た
り
に
し
た
田

村
麻
呂
は
、
渡
嶋
蝦
夷
と
の
交
易
に
お
け
る
出
羽
国
司
（
秋
田
城
司
）
の
権
限
を
強

化
し
、
秋
田
城
交
易
を
徹
底
す
べ
く
進
言
し
た
と
捉
え
ら
れ
る
。
田
村
麻
呂
は
、
渡

嶋
の
支
配
を
秋
田
城
に
任
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

二

田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
と
北
奥
羽

つ
ぎ
に
、
田
村
麻
呂
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
城
柵
が
、
九
世
紀
の
北
奥
羽
の
支
配

の
拠
点
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

田
村
麻
呂
が
整
備
し
た
城
柵
群
の
な
か
で
、
現
在
の
盛
岡
市
に
立
地
す
る
志
波
城

は
、
古
代
城
柵
の
な
か
で
も
圧
倒
的
な
威
容
を
誇
る
。
外
郭
線
は
、
一
辺
八
百
四
十

メ
ー
ト
ル
の
築
地
大
垣
で
区
画
さ
れ
た
内
外
に
大
溝
が
め
ぐ
り
、
そ
の
外
側
に
は
一
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辺
九
百
二
十
八
メ
ー
ト
ル
の
外
大
溝
が
土
塁
を
と
も
な
っ
て
め
ぐ
っ
て
い
る
。
南
辺

と
東
辺
で
は
さ
ら
に
百
八
メ
ー
ト
ル
外
側
に
大
溝
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
三
重
区
画

で
構
築
さ
れ
て
い
た
。
南
辺
築
地
大
垣
の
中
央
に
は
五
間
門
が
建
ち
、
ほ
ぼ
六
十
メ

ー
ト
ル
間
隔
で
櫓
が
配
置
さ
れ
て
い
た
。
中
心
部
に
あ
る
政
庁
も
、
一
辺
百
五
十
メ

ー
ト
ル
の
築
地
大
垣
で
区
画
さ
れ
、
そ
の
内
外
に
は
溝
が
め
ぐ
る
。
内
部
の
広
い
空

間
に
は
、
中
央
の
正
殿
、
そ
の
前
方
の
東
西
に
は
脇
殿
が
存
在
す
る
。
そ
の
周
囲
に

も
、
四
面
廂
建
物
や
倉
庫
な
ど
十
一
棟
の
建
物
群
が
立
ち
並
ぶ
。
ま
た
、
外
郭
築
地

大
垣
の
内
側
に
沿
っ
た
百
八
メ
ー
ト
ル
の
帯
状
の
範
囲
で
、
千
～
二
千
軒
ほ
ど
の
竪

穴
住
居
群
が
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
鎮
兵
の
居
住
域
で
あ
っ
た
。

と
も
あ
れ
、
志
波
城
は
、
外
郭
の
大
き
さ
・
規
模
、
政
庁
内
の
空
間
の
広
さ
・
建
物

群
の
壮
大
さ
、
駐
屯
す
る
鎮
兵
の
多
さ
な
ど
、
陸
奥
国
府
の
多
賀
城
を
上
回
る
古
代

城
柵
最
大
の
規
模
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
田
村
麻
呂
は
、
前
年
に
構
築
し
た
胆
沢

(
)

城
よ
り
も
さ
ら
に
北
の
地
に
最
大
の
楔
を
打
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
志
波
城
は
、
北

奥
羽
の
支
配
に
お
い
て
、
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
の
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

さ
ら
に
、
注
目
し
た
い
の
が
徳
丹
城
で
あ
る
。
徳
丹
城
は
、
弘
仁
二
年
（
八
一

一
）
水
害
に
悩
ま
さ
れ
た
志
波
城
の
南
十
キ
ロ
の
地
点
の
「
便
地
」
に
建
て
ら
れ
た
。

そ
の
規
模
は
古
代
城
柵
最
小
で
、
外
郭
・
政
庁
の
大
き
さ
も
志
波
城
の
半
分
に
も
満

た
な
い
。
た
だ
し
、
近
年
の
発
掘
調
査
に
よ
る
と
、
徳
丹
城
に
は
志
波
城
と
重
な
る

時
期
に
、
先
行
官
衙
が
存
在
し
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
徳
丹
城
の
東
門
を
囲

む
形
で
、
百
五
十
メ
ー
ト
ル
四
方
の
区
画
溝
の
内
部
に
、
掘
立
柱
建
物
群
が
発
見
さ

れ
た
。
建
物
群
の
並
び
は
、
志
波
城
の
政
庁
と
近
似
し
て
い
る
。
先
行
官
衙
は
、
周

辺
に
和
我
・
稗
縫
・
斯
波
の
三
郡
が
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
郡
家
の
機
能

を
果
た
し
た
と
も
い
わ
れ
る
。
実
際
、
先
行
官
衙
に
は
外
郭
線
が
な
く
、
規
模
や
建

(
)

物
配
置
な
ど
は
郡
家
的
な
様
相
を
呈
す
る
。
ま
た
、
志
波
城
の
水
害
の
危
険
性
は
当

初
か
ら
予
測
さ
れ
て
お
り
、
志
波
城
か
ら
徳
丹
城
へ
の
移
転
は
、
造
営
段
階
か
ら
計

画
さ
れ
て
い
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
こ
う
し
て
先
行
官
衙
に
つ
い
て
は
、
開
始
時

(
)

期
や
性
格
な
ど
定
見
を
み
な
い
が
、
志
波
城
と
併
存
し
た
時
期
が
あ
っ
た
と
す
る
と
、

田
村
麻
呂
の
手
に
よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

こ
の
ほ
か
に
、
胆
沢
城
は
胆
沢
・
江
刺
な
ど
奥
六
郡
の
南
側
の
地
域
、
払
田
柵
は

横
手
盆
地
一
帯
の
掌
握
を
試
み
た
と
思
わ
れ
る
。
田
村
麻
呂
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
城
柵

に
管
轄
を
設
け
、
そ
の
地
域
の
支
配
に
あ
た
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
志
波
城
設
置
の
二
年
後
、
桓
武
天
皇
の
前
で
、
藤
原
緒
嗣
と
菅
野
真
道
が

天
下
の
徳
政
を
論
じ
、
緒
嗣
の
意
見
が
採
用
さ
れ
、
古
代
国
家
は
北
へ
の
軍
事
侵
攻

を
諦
め
る
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
二
十
四
年
（
八
〇
五
）
十
二
月
壬
寅
条
）。
確
か
に
、

こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
東
・
南
東
北
や
北
陸
な
ど
の
各
地
か
ら
、
兵
隊
・
兵
糧
・
兵
器

な
ど
多
大
な
軍
需
物
資
を
集
め
た
時
代
は
終
焉
す
る
。
反
面
、
こ
の
の
ち
も
、
胆
沢

城
に
は
鎮
守
府
将
軍
が
、
秋
田
城
に
は
秋
田
城
司
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ
れ
続
け

た
。
つ
ま
り
、
国
司
が
駐
在
す
る
城
柵
は
、
北
方
支
配
に
お
い
て
、
重
要
性
を
増
し

て
い
く
。

と
こ
ろ
が
、
前
述
の
と
お
り
、
古
代
国
家
は
そ
の
六
年
後
、
河
浜
に
近
く
、
し
き

り
に
水
害
に
遭
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
志
波
城
を
放
棄
す
る
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁

二
年
閏
十
二
月
辛
丑
条
）。
皮
肉
に
も
、
こ
の
年
に
田
村
麻
呂
は
亡
く
な
っ
て
い
る
。

志
波
城
の
移
転
に
あ
た
り
、
そ
の
役
割
は
、
徳
丹
城
に
う
つ
さ
れ
た
。
実
際
に
、
北

上
川
の
水
運
を
使
っ
て
、
志
波
城
の
建
物
に
使
わ
れ
て
い
た
資
材
が
運
ば
れ
て
い
る
。

(
)

〈
史
料
四
〉『
日
本
後
紀
』
弘
仁
五
年
（
八
一
四
）
十
一
月
己
丑
条
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陸
奥
国
言
、
胆
沢
・
徳
丹
二
城
、
遠
去
二

国
府
一

、
狐
居
二

塞
表
一

。
城
下
及
津
軽

狄
俘
、
野
心
難
レ

測
。
至
二

於
非
常
一

、
不
レ

可
レ

不
レ

備
。
伏
望
予
備
二

糒
・
塩
一

、

収
二

置
両
城
一

者
。
之
レ

許
。

徳
丹
城
に
は
、
城
下
の
蝦
夷
と
津
軽
蝦
夷
に
備
え
て
、
糒
と
塩
が
蓄
え
ら
れ
て
い

た
。

〈
史
料
五
〉『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
七
月
十
日
条

（
前
略
）
又
秋
田
城
下
賊
地
者
、
上
津
野
・
火
内
・

淵
・
野
代
・
河
北
・
腋

本
・
方
口
・
大
河
・
堤
・
姉
刀
・
方
上
・
焼
岡
十
二
村
也
。（
後
略
）

九
世
紀
後
半
の
元
慶
の
乱
の
際
、
秋
田
城
下
の
範
囲
は
、
上
津
野
・
火
内
・
野
代

な
ど
米
代
川
流
域
ま
で
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
矢
立
峠
を
越
え
れ
ば
、
津
軽
の

地
で
あ
る
。
城
下
と
津
軽
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、

〈
史
料
四
〉
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
の
ち
の
奥
大
道
は
胆
沢
城
か
ら
北

上
し
て
、
上
津
野
（
鹿
角
）
や
火
内
（
比
内
）
を
経
由
し
て
、
津
軽
へ
入
る
ル
ー
ト

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
九
世
紀
前
半
の
段
階
で
は
、
米
代
川
の
上
流
域
は
、
徳
丹
城
の

城
下
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
徳
丹
城
は
、
最
近
の
文
献

・
考
古
双
方
の
成
果
に
よ
っ
て
も
、
せ
い
ぜ
い
八
三
〇
年
代
に
は
廃
絶
さ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
志
波
城
の
移
転
・
徳
丹
城
の
廃
絶
に
際
し
て
、
ど
こ
の

城
柵
が
そ
の
役
割
を
担
っ
た
か
と
い
う
問
題
が
浮
上
す
る
。

そ
こ
で
、
志
波
城
放
棄
の
年
に
行
わ
れ
た
文
室
綿
麻
呂
の
最
後
の
征
夷
の
コ
ー
ス

に
着
目
し
た
い
。
こ
の
征
夷
で
は
、
爾
薩
体
・
弊
伊
・
都
母
な
ど
が
舞
台
と
な
っ
て

い
る
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
七
月
辛
酉
条
）。
弊
伊
村
に
は
、
か
つ
て
昆
布
の
貢

納
に
際
し
て
郡
家
が
建
て
ら
れ
て
い
る
（
『
続
日
本
紀
』
霊
亀
元
年
（
七
一
五
）
十

月
丁
丑
条
）
。
従
っ
て
、
今
回
の
舞
台
は
、
昆
布
の
産
地
で
あ
る
三
陸
沿
岸
の
北
部

か
ら
八
戸
周
辺
で
あ
っ
た
。

〈
史
料
六
〉『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）
三
月
甲
寅
条

（
前
略
）
于
レ

時
、
出
羽
守
従
五
位
下
大
伴
宿
祢
今
人
、
謀
発
二

勇
敢
俘
囚
三
百

余
人
一

、
出
二

賊
不
意
一

、
侵
レ

雪
襲
伐
、
殺
二

戮
尓
薩
体
余
孽
六
十
余
一

。
功
冠
二

一
時
一

、
名
伝
二

不
朽
一

也
。

こ
の
と
き
に
最
も
戦
功
を
挙
げ
て
い
る
の
が
、
出
羽
守
大
伴
今
人
で
あ
る
。
彼
は
、

出
羽
国
の
俘
囚
を
率
い
て
、
雪
山
を
乗
り
越
え
て
、
爾
薩
体
を
討
っ
て
い
る
。
そ
の

直
後
、
征
夷
将
軍
で
あ
っ
た
文
室
綿
麻
呂
は
慌
て
て
陸
奥
国
か
ら
兵
を
進
め
よ
う
と

し
て
お
り
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
十
月
乙
丑
条
）、
む
し
ろ
手
柄
を
奪
わ
れ
た
感

す
ら
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
と
き
の
戦
い
に
、
三
陸
沿
岸
に
最
も
近
く
、
本
来
な
ら

ば
拠
点
と
な
る
べ
き
、
志
波
城
が
使
わ
れ
た
形
跡
が
な
い
。
と
す
る
と
、
今
人
は
、

秋
田
城
ま
た
は
横
手
盆
地
の
払
田
柵
か
ら
北
上
し
、
米
代
川
流
域
ま
で
出
た
の
ち
、

三
陸
沿
岸
ま
で
進
出
し
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
の
ル
ー
ト
の
途
上
に
あ
る
北
秋
田
市

胡
桃
館
遺
跡
で
は
、
読
経
に
際
し
て
米
の
寄
進
の
様
子
を
記
し
た
木
簡
（
壁
書
）
に
、

伴
の
姓
が
み
え
る
。
今
人
が
率
い
た
俘
囚
の
な
か
に
は
、
こ
の
地
の
首
長
が
お
り
、

(
)

こ
の
戦
い
の
活
躍
に
よ
り
、
今
人
か
ら
（
大
）
伴
姓
を
授
け
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
払
田
柵
出
土
木
簡
に
は
、
「
狄
藻
」
と
記
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
「
狄

藻
」
と
は
、
「
え
び
す
め
」
と
読
み
、
昆
布
の
こ
と
で
あ
る
。
三
陸
沿
岸
の
蝦
夷
の
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首
長
と
払
田
柵
と
の
関
係
を
窺
わ
せ
る
。
昆
布
の
貢
納
に
際
し
て
、
陸
奥
側
の
城
柵

で
は
な
く
、
払
田
柵
が
使
わ
れ
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
志
波
城
の
地
を

通
過
し
て
、
払
田
柵
に
赴
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
〈
史
料
五
〉
に
あ
る
よ
う
に
、
九
世
紀
後
半
、
現
在
の
秋
田
県
北
・
米
代

川
流
域
の
村
々
は
、
「
秋
田
城
下
」
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
秋
田
城
下
に
あ
た

る
男
鹿
市
小
谷
地
遺
跡
で
は
「
雄
」
と
坏
の
底
部
に
記
さ
れ
た
墨
書
土
器
が
多
数
出

土
し
て
い
る
。
こ
こ
は
秋
田
城
下
十
二
村
の
な
か
で
腋
本
に
あ
た
る
。
「
雄
」
が
雄

勝
城
を
指
す
と
す
れ
ば
、
秋
田
城
や
雄
勝
城
に
駐
在
し
た
国
司
が
小
谷
地
遺
跡
の
よ

う
な
蝦
夷
の
首
長
の
拠
点
に
赴
き
、
特
産
物
な
ど
の
貢
納
を
受
け
て
い
た
。
城
下
十

(
)

二
村
に
は
、
そ
う
し
た
蝦
夷
の
拠
点
が
複
数
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

陸
奥
側
で
は
、
徳
丹
城
が
廃
絶
さ
れ
て
以
降
、
秋
田
城
と
払
田
柵
を
結
ぶ
ラ
イ
ン

に
は
城
柵
は
設
置
さ
れ
な
い
。
徳
丹
城
が
な
く
な
る
理
由
は
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
・

坂
上
清
野
が
辞
任
し
て
帰
京
す
る
際
に
「
夷
民
和
し
て
親
し
む
」
と
あ
る
よ
う
に

（
『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
嘉
祥
三
年
（
八
五
〇
）
八
月
己
酉
条
）、
八
三
〇
年
代
ま

で
ほ
ぼ
こ
の
地
域
の
蝦
夷
と
の
関
係
が
保
た
れ
た
と
み
る
か
、
承
和
・
斉
衡
年
間
あ

(
)

た
り
に
か
け
て
、
こ
の
地
の
蝦
夷
社
会
が
た
び
た
び
不
穏
な
動
き
を
み
せ
て
お
り
、

反
対
に
維
持
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
み
る
か
、
見
解
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
)

い
ず
れ
に
し
て
も
、
志
波
城
・
徳
丹
城
が
担
っ
た
北
奥
羽
の
支
配
と
い
う
機
能
は
、

両
城
停
廃
の
の
ち
、
出
羽
側
の
秋
田
城
な
い
し
払
田
柵
が
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
残
さ
れ
た
胆
沢
城
に
は
、
奥
六
郡
の
支
配
と
い
う
役
割
が
課
せ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
九
世
紀
を
通
し
て
、
出
羽
国
の
住
人
が
相
当
数
「
奥
地
」
へ
逃
れ
て

い
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
三
月
二
日
条
）
。
さ
ら
に
、
「
奥

地
」
の
蝦
夷
同
士
の
争
い
も
頻
発
す
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
斉
衡
二
年
（
八
五

五
）
正
月
丙
申
条
）
。「
奥
地
」
が
ど
こ
を
指
す
か
は
検
討
課
題
だ
が
、
少
な
く
と
も

「
城
下
」
と
は
区
別
さ
れ
る
地
域
、
津
軽
で
あ
ろ
う
。
田
村
麻
呂
は
、
志
波
城
に
津

(
)

軽
を
含
め
た
北
奥
羽
全
体
を
管
轄
さ
せ
た
。
し
か
し
、
そ
の
機
能
を
引
き
継
い
だ
秋

田
城
や
払
田
柵
は
、
せ
い
ぜ
い
米
代
川
流
域
ま
で
し
か
把
握
で
き
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
津
軽
は
、
北
奥
羽
か
ら
渡
嶋
に
か
け
て
の
地
域
の
な
か
で
最
も
、
田
村
麻
呂

の
征
夷
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

三

田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
の
歴
史
的
意
義

そ
れ
で
は
、
田
村
麻
呂
の
征
夷
に
よ
っ
て
、
渡
嶋
や
北
奥
羽
の
蝦
夷
社
会
は
、
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
。
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
の
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
考
え
た

い
。そ

こ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
陸
奥
側
で
は
、
胆
沢
城
だ
け
が
長
く

残
っ
て
い
く
点
に
注
意
し
た
い
。
当
時
の
奥
六
郡
が
安
定
化
し
て
い
て
も
、
不
安
定

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
胆
沢
城
を
取
り
巻
く
状
況
は
、
徳
丹
城
と
同
様
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
胆
沢
の
地
は
、
田
村
麻
呂
の
宿
敵
・
ア
テ
ル
イ
の
本
拠
で
あ
っ
た
。
胆

沢
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
覚

城
を
造
る
と
あ
る
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年

（
七
八
〇
）
二
月
丁
酉
条
）
な
ど
、
八
世
紀
後
半
以
降
の
征
夷
の
最
大
の
タ
ー
ゲ
ッ

ト
と
な
っ
て
い
た
。
胆
沢
の
蝦
夷
は
、
「
賊
奴
奥
区
」
（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年

（
七
八
九
）
六
月
庚
辰
条
）
、「
水
陸
万
頃
、
蝦
虜
存
生
」（
『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年

七
月
丁
巳
条
）
と
あ
る
な
ど
、
豊
か
な
土
地
を
バ
ッ
ク
と
し
て
、
一
大
勢
力
を
形
成

し
て
い
た
。

(
)

古
代
国
家
は
、
征
夷
戦
に
際
し
て
、
現
地
の
言
葉
を
理
解
す
る
蝦
夷
を
訳
語
と
し
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て
登
用
し
、
同
行
さ
せ
た
（
『
続
日
本
紀
』
養
老
六
年
（
七
二
二
）
四
月
丙
戌
条
）。

訳
語
は
、
道
案
内
だ
け
で
な
く
、
抵
抗
す
る
蝦
夷
を
教
諭
・
説
得
す
る
役
割
な
ど
も

担
っ
た
。
胆
沢
の
蝦
夷
を
攻
略
す
る
際
に
も
、
こ
う
し
た
訳
語
が
重
要
な
役
割
を
果

た
し
た
。

〈
史
料
七
〉『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
（
七
九
九
）
二
月
乙
未
条

流
二

陸
奥
国
新
田
郡
百
姓
弓
削
部
虎
麻
呂
・
妻
丈
部
小
広
刀
自
女
等
日
向
国
一

。

久
住
二

賊
地
一

、
能
習
二

夷
語
一

、
屢
以
二

謾
語
一

、
騒
二

動
夷
俘
心
一

也
。

賊
地
に
居
住
し
、
夷
語
を
学
習
し
、
蝦
夷
を
煽
動
し
た
陸
奥
国
新
田
郡
の
百
姓
が

存
在
し
た
。
ま
た
、
野
心
を
改
め
ず
、
賊
地
と
の
間
を
た
び
た
び
往
来
し
た
俘
囚
が

土
佐
国
に
配
流
さ
れ
て
い
る
（
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
八
年
十
二
月
乙
酉
条
）。
こ
の

時
期
、
田
村
麻
呂
の
活
躍
に
よ
り
、
古
代
国
家
は
、
ま
さ
に
胆
沢
の
目
と
鼻
の
先
ま

で
侵
攻
し
て
お
り
、
賊
地
と
は
胆
沢
周
辺
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
胆
沢
の

蝦
夷
と
は
、
当
時
の
和
人
と
は
異
な
る
言
語
・
文
化
を
も
つ
集
団
で
あ
っ
た
。
時
期

を
遡
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
日
本
列
島
最
北
の
前
方
後
円
墳
・
角
塚
古
墳
が
築
か
れ
、

初
期
の
カ
マ
ド
付
き
住
居
や
畿
内
産
須
恵
器
、
続
縄
文
文
化
の
北
大
Ⅰ
式
土
器
や
黒

曜
石
ス
ク
レ
イ
パ
ー
が
発
見
さ
れ
た
中
半
入
遺
跡
が
あ
る
。
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
こ

(
)

う
し
た
複
合
文
化
を
も
ち
、
北
方
世
界
と
の
交
易
を
担
っ
た
人
た
ち
の
後
裔
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。

さ
て
、
古
代
国
家
は
、
田
村
麻
呂
を
征
夷
副
将
軍
に
据
え
、
本
格
的
に
胆
沢
攻
略

に
乗
り
出
す
。
そ
の
た
め
の
作
戦
と
し
て
、
以
下
の
出
来
事
に
注
意
し
た
い
。

〈
史
料
八
〉
『
類
聚
国
史
』
巻
百
九
十

延
暦
十
一
年
（
七
九
二
）
正
月
丙
寅
条

陸
奥
国
言
、
斯
波
村
夷
胆
沢
公
阿
奴
志
己
等
、
遣
レ

使
請
曰
、
己
等
思
レ

帰
二

王
一

化
、
何
日
忘
之
。
而
為
二

伊
治
村
俘
等
所
一
レ

遮
、
無
レ

由
二

自
達
一

。
願
制
二

彼
遮

闘
一

、
永
開
二

降
路
一

。
即
為
レ

示
二

朝
恩
一

、
賜
レ

物
方
還
。
夷
狄
之
性
、
虚
言
不

実
、
常
称
二

帰
服
一

、
唯
利
是
求
。
自
今
以
後
、
有
二

夷
使
者
一

、
勿
レ

加
二

常
賜
一

。

ま
ず
、
〈
史
料
八
〉
は
、
胆
沢
よ
り
北
に
位
置
す
る
斯
波
（
志
波
）
村
の
蝦
夷
が

投
降
を
申
し
出
て
い
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
動
き
は
、
伊
治
村
の
蝦
夷
に
よ
っ
て
遮

断
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
「
斯
波
」
と
「
胆
沢
・
伊
治
」
と
い
う
蝦
夷
間
の
対
立

も
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
よ
り
北
の
斯
波
村
の
蝦
夷
が
、
恭
順
の
意
を
示
し

た
こ
と
が
興
味
深
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
の
ち
に
は
、
夷
爾
散
南
公
阿
破
蘇
・
宇
漢
米

公
隠
賀
ら
を
入
京
さ
せ
、
爵
を
授
け
て
い
る
（
『
類
聚
国
史
』
巻
百
九
十

風
俗

俘
囚

延
暦
十
一
年
十
一
月
甲
寅
条
）
。
爾
散
南
を
爾
薩
体
の
南
と
す
れ
ば
、
彼
ら

は
岩
手
県
北
部
の
蝦
夷
の
首
長
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
外
虜
を
懐
け
た
と
い
う
こ
と

で
、
俘
囚
吉
弥
侯
部
真
麻
呂
・
大
伴
部
宿
奈
麻
呂
が
授
位
さ
れ
て
い
る
（
『
類
聚
国

史
』
巻
百
九
十

延
暦
十
一
年
十
月
癸
未
条
）
。
斯
波
の
蝦
夷
の
投
降
を
皮
切
り
に

し
た
延
暦
十
一
年
の
動
き
は
、
胆
沢
よ
り
も
北
の
蝦
夷
を
懐
柔
す
る
こ
と
で
、
古
代

国
家
が
、
南
と
北
か
ら
胆
沢
を
挟
み
撃
ち
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(
)

そ
し
て
、
田
村
麻
呂
が
征
夷
大
将
軍
を
務
め
た
延
暦
二
十
年
の
征
夷
で
は
、
彼
は

そ
の
五
年
前
か
ら
陸
奥
出
羽
按
察
使
・
陸
奥
守
・
鎮
守
府
将
軍
を
兼
任
し
て
い
る
。

胆
沢
城
築
城
の
際
、
駿
河
・
甲
斐
・
相
模
・
武
蔵
・
上
総
・
常
陸
・
信
濃
・
上
野
・

下
野
の
九
国
か
ら
四
千
人
の
移
民
を
送
り
込
ん
で
い
る
（
『
日
本
紀
略
』
延
暦
二
十

一
年
正
月
戊
辰
条
）
。
江
刺
郡
や
胆
沢
郡
に
は
、
こ
れ
ら
坂
東
諸
国
の
名
を
負
っ
て
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い
る
郡
郷
名
が
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
間
に
、
胆
沢
よ
り
北
の
蝦
夷
た
ち
の
懐
柔
に
あ

た
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
田
村
麻
呂
が
三
陸
沿
岸
の
閉
伊
村
ま
で
赴
い
た
可
能
性

も
あ
る
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁
二
年
十
二
月
甲
戌
条
）
。
〈
史
料
七
〉
は
、
こ
の
期
間

の
出
来
事
で
あ
り
、
新
田
郡
の
百
姓
は
、
当
初
彼
の
命
を
帯
び
て
賊
地
へ
工
作
に
行

っ
た
が
、
反
対
に
寝
返
っ
た
た
め
処
罰
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
田
村
麻

呂
は
、
胆
沢
の
蝦
夷
の
利
権
を
壊
し
、
北
方
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
地
を
奪

取
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
。
胆
沢
の
蝦
夷
が
、
北
奥
羽
の
な
か
で
、
最
も
経

済
的
に
も
文
化
的
に
も
独
自
性
・
自
立
性
を
も
っ
て
い
た
。

さ
て
、
九
世
紀
後
半
、
出
羽
北
部
の
蝦
夷
が
大
規
模
な
反
乱
を
起
こ
す
。
元
慶
の

乱
と
呼
ば
れ
る
こ
の
事
件
は
、
秋
田
城
下
十
二
村
を
舞
台
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
史
料
九
〉『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
十
月
十
二
日
条

（
前
略
）
又
鎮
守
将
軍
従
五
位
下
小
野
朝
臣
春
風
、
九
月
廿
五
日
率
二

軍
四
百

七
十
人
一

、
来
二

着
秋
田
営
以
北
一

。
即
言
曰
、
春
風
重
含
レ

詔
、
先
入
二

上
津
野
一

、

教
二

喩
賊
類
一

、
皆
令
二

降
服
一

。
賊
首
七
人
相
従
同
来
。
従
二

去
八
月
一

、
賊
降
之

状
、
相
続
不
レ

絶
。
野
心
難
レ

量
、
抑
而
不
レ

許
。
今
春
風
自
入
二

賊
地
一

、
取
二

其

降
書
一

。

こ
れ
に
対
し
、
古
代
国
家
は
ま
ず
出
羽
国
の
軍
勢
を
差
し
向
け
る
が
、
一
向
に
埒

が
あ
か
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
鎮
守
将
軍
小
野
春
風
と
陸
奥
権
介
坂
上
好
蔭
を
派
遣

す
る
。
彼
ら
は
、
胆
沢
城
を
起
点
と
し
た
陸
奥
路
か
ら
上
津
野
に
入
り
、
米
代
川
を

下
り
、
能
代
へ
出
て
、
八
郎
潟
を
南
下
し
て
、
秋
田
城
へ
入
っ
た
。
こ
の
間
、
春
風

は
上
津
野
に
お
い
て
、
反
乱
の
勢
力
を
説
得
し
、
降
書
を
と
っ
た
。
こ
こ
で
、
留
意

し
た
い
の
は
、
春
風
が
上
津
野
へ
向
か
っ
た
八
月
以
降
、
反
乱
の
火
の
手
が
急
速
に

収
ま
る
こ
と
で
あ
る
。

〈
史
料
一
〇
〉『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
五
月
三
日
条

授
二

陸
奥
蝦
夷
訳
語
外
従
八
位
下
物
部
斯
波
連
永
野
外
従
五
位
下
一

。

物
部
斯
波
連
氏
は
、
俘
囚
吉
弥
侯
宇
加
奴
ら
に
与
え
ら
れ
た
姓
で
あ
り
（
『
続
日

本
後
紀
』
承
和
二
年
（
八
三
五
）
二
月
己
卯
条
）
、
も
と
も
と
斯
波
方
面
に
勢
力
を

張
っ
た
蝦
夷
で
あ
る
。
元
慶
の
乱
と
い
う
非
常
事
態
に
際
し
て
、
永
野
は
、
春
風
が

陸
奥
路
を
進
む
際
に
現
地
の
蝦
夷
の
話
す
言
葉
を
理
解
す
る
訳
語
と
し
て
、
協
力
を

惜
し
ま
な
か
っ
た
た
め
に
、
大
昇
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
胆
沢
城
跡
か
ら
は
、
「
斯

波
□
」
と
墨
書
さ
れ
た
土
器
や
「
和
我
□
□
進
白
五
斗
」
と
記
さ
れ
た
木
簡
が
出
土

し
て
い
る
。
胆
沢
城
で
は
、
蝦
夷
に
対
し
て
「
俘
饗
」
な
ど
の
饗
給
儀
礼
が
行
わ
れ

(
)

て
い
る
（
『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
六
月
十
九
日
官
符
）。
こ
れ
ら

の
墨
書
土
器
や
木
簡
は
、
斯
波
や
和
我
の
蝦
夷
へ
の
饗
給
に
関
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
儀
礼
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
は
、
訳
語
の
存
在
が
必

須
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
は
、
何
度
も
胆
沢
城
へ
朝
貢
に
赴
い
た
の
ち
、
関
係
を
深

め
、
訳
語
な
ど
と
し
て
登
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
、
春
風
自
身
も
夷
語

に
精
通
し
て
お
り
（
『
藤
原
保
則
伝
』
）
、
訳
語
に
携
わ
っ
た
蝦
夷
と
も
密
接
な
関
係

を
も
っ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
古
代
国
家
は
、
元
慶
の
乱
の
鎮
圧
に
あ
た
り
、
在
庁
官

人
と
し
て
登
用
さ
れ
た
、
斯
波
・
和
我
な
ど
胆
沢
よ
り
北
の
蝦
夷
の
力
を
借
り
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
時
期
、
王
臣
家
の
使
者
が
陸
奥
出
羽
両
国
を
訪
れ
、
蝦
夷
に
対
し
て
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馬
を
買
い
求
め
て
い
る
こ
と
が
し
き
り
に
問
題
視
さ
れ
て
い
る
（
『
藤
原
保
則
伝
』
）
。

北
奥
羽
の
馬
産
は
、
の
ち
に
糠
部
駿
馬
と
い
わ
れ
る
名
馬
を
生
み
出
す
ほ
ど
著
名
で
、

す
で
に
七
世
紀
後
半
あ
た
り
か
ら
八
戸
周
辺
で
始
ま
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し

(
)

た
馬
の
取
引
も
、
国
府
や
城
柵
に
お
い
て
、
国
司
（
城
司
）
の
面
前
で
行
わ
れ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
王
臣
家
の
使
者
た
ち
は
、
馬
を
飼
育
す
る
蝦
夷
の
拠
点
に
足
を
運

ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
取
引
の
場
は
、
遠
く
城
柵
を
離
れ
た
地
域
に

ま
で
及
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
国
司
が
蝦
夷
に
対
し
て
、
盛
ん
に
位
階
を
与
え
て
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る

（
『
類
聚
国
史
』
巻
百
九
十

大
同
二
年
（
八
〇
七
）
三
月
丁
酉
条
）。
こ
れ
も
九
世

紀
を
通
じ
て
、
古
代
国
家
の
規
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
続
け
ら
れ
た
。
不
正
行
為
が
、

公
の
機
関
で
あ
る
城
柵
で
行
わ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
や
は
り
、
国
司
が
蝦
夷
の

拠
点
に
出
向
い
て
行
っ
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
当
然
、
位
階
の
見
返
り
に
は
、

特
産
物
な
ど
の
貢
納
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
九
世
紀
代
に
は
、
胆
沢
城
の
周
辺
を
起
点
と
し
て
、
の
ち
の
奥
大
道
の

ル
ー
ト
沿
い
に
、
在
地
の
首
長
層
の
拠
点
と
捉
え
ら
れ
る
遺
跡
群
が
分
布
す
る
。
こ

(
)

れ
ら
の
遺
跡
群
で
は
、
祭
祀
具
や
農
耕
具
な
ど
の
木
製
品
が
ふ
ん
だ
ん
に
出
土
す
る
。

王
臣
家
や
国
司
の
進
出
を
契
機
と
し
て
、
蝦
夷
の
首
長
間
に
文
化
受
容
な
ど
の
面
で

の
つ
な
が
り
が
で
き
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
首
長
層
の
な
か

に
は
、
胆
沢
城
の
在
庁
官
人
と
し
て
、
支
配
機
構
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
く
も
の
も

出
現
し
た
。

田
村
麻
呂
の
征
夷
以
降
、
一
旦
は
、
志
波
城
・
徳
丹
城
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
秋

田
城
・
払
田
柵
（
雄
勝
城
）
が
北
奥
羽
の
支
配
を
担
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
国
家

が
胆
沢
の
利
権
を
抑
え
た
か
に
み
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
蝦
夷
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
や
王
臣
家
・
国
司
の
活
発
な
動
き
な
ど
は
、
彼
の
想
定
を
は
る
か
に
越
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
斯
波
・
和
我
な
ど
の
北
の
蝦
夷
が
、
胆
沢
に
進
出
し
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
む
し
ろ
、
田
村
麻
呂
に
付
い
た
斯
波
・
和
我
な
ど
胆
沢
よ

り
北
の
蝦
夷
た
ち
は
、
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
を
消
化
・
吸
収
し
て
、
自
ら
の
勢
力
を
伸

張
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
ら
・
彼
女
ら
は
、
在
庁
官
人
と
し
て
登
用
さ
れ
た
の

ち
、
胆
沢
周
辺
に
土
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
征
夷
以
降
も
、
胆
沢
が

交
易
・
文
化
両
面
に
お
い
て
北
奥
羽
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
担
い
手
は
、

胆
沢
に
進
出
し
た
北
の
蝦
夷
た
ち
に
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
も
あ
れ
、
こ

の
の
ち
胆
沢
城
の
存
在
は
、
格
段
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
胆

沢
城
は
古
代
国
家
側
の
み
で
な
く
、
蝦
夷
た
ち
に
と
っ
て
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
に
な
る
。

〈
史
料
一
一
〉
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
十
一
月
十
六
日
条

出
羽
国
言
、
渡
嶋
荒
狄
反
叛
。
水
軍
八
十
艘
、
殺
二

略
秋
田
・
飽
海
両
郡
百
姓

廿
一
人
一

。
勅
二

牧
宰
一

討
二

平
之
一

。

渡
嶋
蝦
夷
の
動
向
に
も
目
を
配
り
た
い
。
九
世
紀
後
半
、
北
海
道
で
は
、
擦
文
文

化
が
日
本
海
沿
岸
の
港
湾
地
帯
に
進
出
し
、
交
易
拠
点
を
築
き
だ
す
。
し
か
も
、
秋

田
郡
の
み
で
は
な
く
、
飽
海
郡
ま
で
南
下
し
て
い
る
。
日
本
海
を
北
と
南
に
勢
力
を

拡
大
さ
せ
て
い
く
、
擦
文
文
化
の
志
向
が
窺
わ
れ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
水
軍
八
十
艘
と
い
う
大
船
団
を
組
織
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

た
い
。
元
慶
の
乱
の
さ
な
か
、
渡
嶋
夷
首
百
三
人
が
秋
田
城
に
朝
貢
し
て
い
る

（
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
正
月
十
一
日
条
）。
大
規
模
な
使
節
の
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背
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
傘
下
の
集
団
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

日
本
列
島
北
部
で
は
、
鳥
海
山
の
噴
火
、
貞
観
大
地
震
な
ど
天
変
地
異
が
相
次
ぎ
、

陸
奥
国
や
出
羽
国
も
飢
饉
に
苦
し
ん
で
い
る
（
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
五
年

（
八
七
三
）
三
月
二
十
日
条
、
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
八
月
十
四
日
条
）
。
と
す
る

と
、
渡
嶋
に
お
い
て
も
同
様
の
状
況
が
想
定
で
き
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
は
、
日
々

の
営
み
に
お
い
て
、
自
然
環
境
の
変
化
の
影
響
を
受
け
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

〈
史
料
一
二
〉『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）
八
月
十
四
日
条

先
レ

是
、
出
羽
国
司
言
、
去
元
慶
元
年
穀
稼
多
損
、
調
庸
不
レ

備
。
二
年
夷
虜
反

叛
、
国
内
騒
擾
。
義
従
俘
囚
及
諸
郡
田
夷
并
渡
嶋
狄
等
、
或
疲
二

於
儆
一

、
或

慕
レ

化
遠
来
。
開
二

用
不
動
穀
三
千
二
百
卅
七
斛
五
斗
一

、
以
充
二

大
饗
一

。
不
二

先

言
上
一

、
責
在
二

牧
宰
一

。
至
レ

是
、
勅
免
除
。

そ
こ
で
、
秋
田
城
司
は
、
前
述
の
渡
嶋
夷
首
百
三
人
に
対
し
て
、
不
動
穀
を
用
い

て
、
厚
遇
し
た
こ
と
が
興
味
深
い
。
飽
海
郡
を
襲
っ
た
り
、
秋
田
城
を
訪
れ
た
り
し

た
渡
嶋
蝦
夷
も
、
食
糧
確
保
な
ど
の
使
命
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
大
船
団
を
組
ん
で
秋
田
城
に
来
航
す
る
姿
は
、
道
央
低
地
帯
を
中
心

と
し
た
首
長
層
の
ま
と
ま
り
を
感
じ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
九
世
紀
の
渡
嶋
蝦
夷
は
、

(
)

田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
を
契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
個
別
に
政
所
に
貢
納
に
赴
い
て
い

た
の
と
は
違
っ
た
形
式
で
、
首
長
層
の
連
携
な
ど
の
組
織
化
を
図
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
う
し
た
組
織
化
は
十
世
紀
以
降
の
擦
文
社
会
の
生
産
・
交

易
の
分
業
な
ど
の
体
制
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
ろ
う
。

(
)

ま
た
、
道
央
低
地
帯
で
は
、
恵
庭
市
茂
漁

遺
跡
で
隆
平
永
宝
、
千
歳
市
ウ
サ
ク

8

マ
イ
Ｎ
遺
跡
で
富
寿
神
宝
が
出
土
し
て
い
る
。
隆
平
永
宝
は
田
村
麻
呂
の
征
夷
期
、

(
)

富
寿
神
宝
も
九
世
紀
前
半
に
鋳
造
さ
れ
た
皇
朝
銭
で
あ
る
。
和
同
開
珎
は
移
住
者
が

も
た
ら
し
た
の
に
対
し
、
富
寿
神
宝
と
隆
平
永
宝
は
秋
田
城
な
ど
に
お
い
て
、
渡
嶋

蝦
夷
が
特
産
物
の
対
価
と
し
て
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
皇
朝
銭
で
あ
っ
て
も
、

使
い
手
の
出
自
は
異
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
擦
文
社
会
に
は
、
十
世
紀
以
降
の

珍
重
品
と
し
て
、
僅
か
な
が
ら
銅
椀
が
流
通
す
る
。
皇
朝
銭
も
銅
を
素
材
と
し
て
い

(
)

る
。
銅
椀
と
同
様
に
、
皇
朝
銭
も
擦
文
社
会
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た

の
で
は
な
い
か
。

九
世
紀
後
半
以
降
、
津
軽
五
所
川
原
に
須
恵
器
窯
群
が
営
ま
れ
た
。
こ
こ
で
生
産

さ
れ
た
須
恵
器
は
、
津
軽
一
帯
と
渡
嶋
に
輸
出
さ
れ
た
。
毛
皮
な
ど
の
特
産
物
の
対

価
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
須
恵
器
作
り
は
も
と
も
と
福
島
県
の
会
津
や

浜
通
り
の
人
た
ち
が
有
す
る
技
術
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
時
期
が
下
る
と
、
前
九
年

(
)

合
戦
の
さ
な
か
、
源
頼
義
は
気
仙
郡
司
・
金
為
時
を
八
戸
周
辺
に
派
遣
し
て
、
現
地

の
首
長
・
安
倍
富
忠
を
味
方
に
引
き
入
れ
た
。
こ
れ
も
南
と
北
か
ら
奥
六
郡
を
挟
み

撃
ち
に
す
る
策
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
奥
州
藤
原
氏
が
滅
び
る
際
も
、
藤
原
泰
衡
は

鹿
角
方
面
へ
逃
げ
る
が
、
こ
こ
で
部
下
の
裏
切
り
に
遭
い
、
殺
さ
れ
た
。
頼
朝
も
、

奥
六
郡
よ
り
北
の
勢
力
を
抱
き
込
ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
。
日
本
列
島
の
歴
史
が

古
代
か
ら
中
世
へ
と
転
換
し
て
い
く
な
か
で
、
都
の
貴
族
や
坂
東
の
武
士
た
ち
は
、

ア
ザ
ラ
シ
・
ク
ロ
テ
ン
の
毛
皮
な
ど
北
方
産
の
様
々
な
特
産
物
を
渇
望
し
続
け
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
以
降
の
前
九
年
・
後
三
年
合
戦
、
奥
州
合
戦
に
至
る
過
程
に
お
い

て
、
津
軽
や
八
戸
周
辺
な
ど
本
州
最
北
端
の
蝦
夷
た
ち
を
介
在
さ
せ
つ
つ
、
奥
六
郡

の
蝦
夷
た
ち
と
渡
嶋
蝦
夷
た
ち
を
ど
う
結
び
付
け
る
か
が
、
大
き
な
課
題
と
な
る
の

で
あ
る
。
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お
わ
り
に

本
稿
は
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
設
置
し
た
城
柵
に
着
目
し
て
、
延
暦
期
の
征
夷
は
、

北
奥
羽
と
渡
嶋
の
支
配
体
制
の
再
編
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
と
く

に
、
志
波
城
を
新
た
に
設
置
し
北
奥
羽
の
支
配
、
秋
田
城
で
渡
嶋
蝦
夷
と
の
交
易
管

理
の
強
化
を
目
論
ん
だ
。
と
こ
ろ
が
、
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
は
、
志
波
城
・
徳
丹
城
を

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ほ
ど
な
く
挫
折
す
る
。
そ
の
機
能
は
、
出
羽
側
の
秋
田

城
も
し
く
は
払
田
柵
に
引
き
継
が
れ
た
。

一
方
、
征
夷
の
最
大
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
で
あ
っ
た
胆
沢
は
、
九
世
紀
を
通
し
て
の
一

連
の
流
れ
の
な
か
で
も
、
北
奥
羽
の
交
易
・
文
化
の
中
心
地
と
し
て
の
役
割
を
果
た

し
続
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
担
い
手
は
、
田
村
麻
呂
プ
ラ
ン
を
利
用
し
て
、
勢
力
を

伸
張
さ
せ
た
、
和
我
・
斯
波
な
ど
胆
沢
よ
り
北
の
蝦
夷
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
ら
・
彼

女
ら
は
、
鎮
守
府
の
在
庁
と
し
て
入
り
込
み
、
胆
沢
周
辺
に
土
着
し
、
胆
沢
城
を
存

続
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た
。
古
代
国
家
は
、
元
慶
の
乱
を
鎮
圧
す
る
際
、
こ
う
し

た
蝦
夷
た
ち
の
力
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
渡
嶋
に
お
い
て
も
、
田
村
麻
呂
の
征
夷
の
影
響
が
色
濃
く
み
ら
れ
る
。
そ

れ
ま
で
の
北
方
交
易
は
、
比
羅
夫
の
設
置
し
た
政
所
に
お
い
て
、
都
か
ら
派
遣
さ
れ

る
使
者
と
北
奥
羽
か
ら
の
移
住
者
・
道
央
低
地
帯
の
首
長
層
の
三
者
の
関
係
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
。
七
世
紀
中
葉
以
来
、
こ
の
三
者
は
、
北
奥
羽
と
都
を
往
来
し
、

有
力
貴
族
と
も
密
接
な
関
係
を
も
ち
、
交
易
者
と
し
て
の
活
動
も
す
る
蝦
夷
に
よ
っ

て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
蝦
夷
は
、
八
世
紀
後
半
に
入
り
、
俘
奴
婢
な

ど
と
し
て
王
臣
家
に
入
り
込
み
、
北
方
交
易
に
携
わ
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、

田
村
麻
呂
以
降
は
、
出
羽
国
司
（
秋
田
城
司
）
の
権
限
を
強
化
し
、
渡
嶋
を
管
轄
さ

せ
、
首
長
層
が
秋
田
城
へ
来
航
し
て
い
く
形
態
で
の
交
易
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
た

交
易
方
式
の
変
化
に
応
じ
つ
つ
、
擦
文
社
会
は
、
深
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
胆
沢
周
辺
や
道
央
低
地
帯
は
、
日
本
列
島
と
北
方
世
界
を
つ
な
ぐ
重

要
な
地
域
で
あ
っ
た
。
北
方
の
特
産
物
の
獲
得
を
め
ぐ
る
交
易
の
場
で
あ
り
、
人
々

の
接
触
・
葛
藤
の
場
で
も
あ
っ
た
。
坂
上
田
村
麻
呂
の
征
夷
と
そ
の
後
の
動
き
は
、

そ
う
し
た
交
流
の
一
端
を
示
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

註（

）
鈴
木
拓
也
「
払
田
柵
と
雄
勝
城
に
関
す
る
試
論
」
『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉

1
川
弘
文
館

一
九
九
八
年

（

）
秋
田
市
教
育
委
員
会
『
秋
田
城
跡
―
政
庁
編
―
』
二
〇
〇
二
年

2
（

）
蓑
島
栄
紀
「
古
代
出
羽
地
方
の
対
北
方
交
流
―
秋
田
城
と
渡
嶋
津
司
の
史
的
特
質

3
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
古
代
国
家
と
北
方
社
会
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
一
年

（

）
大
沼
忠
春
「
北
海
道
の
文
化
」『
古
代
の
都
と
村
』
講
談
社

一
九
八
九
年

4
（

）
北
海
道
考
古
学
会
『
北
海
道
式
古
墳
の
系
譜
―
擦
文
文
化
の
墓
制
を
め
ぐ
っ
て

5
―
』
一
九
九
八
年

（

）
中
田
裕
香
「
擦
文
時
代
の
紡
錘
車
に
つ
い
て
」
『
古
代
文
化
』
四
一
―
六

一
九

6
九
〇
年
、「
擦
文
文
化
の
土
器
」『
新
北
海
道
の
古
代
』
三

北
海
道
新
聞
社

二
〇

〇
四
年

（

）
新
井
隆
一
「
北
海
道
式
古
墳
と
七
・
八
世
紀
の
太
平
洋
沿
岸
交
通
」
『
貝
塚
』
六

7
三

二
〇
〇
七
年

（

）
宇
部
則
保
「
古
代
東
北
地
方
北
部
の
沈
線
文
の
あ
る
土
師
器
」
『
考
古
学
ジ
ャ
ー

8
ナ
ル
』
四
六
二

二
〇
〇
〇
年
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（

）
北
海
道
考
古
学
会

前
掲
註
（

）
書

9

5

（

）
八
木
光
則
「
末
期
古
墳
副
葬
品
か
ら
み
た
蝦
夷
社
会
の
交
流
」
『
古
代
蝦
夷
社
会

10
の
成
立
』
同
成
社

二
〇
一
〇
年

（

）
鈴
木
靖
民
「
王
興
寺
と
飛
鳥
寺
の
創
建
」
『
古
代
文
化
の
源
流
を
探
る
～
百
済
王

11
興
寺
か
ら
飛
鳥
寺
へ
～
』
國
學
院
大
學
文
化
講
演
会

（

）
酒
寄
雅
志
「
東
北
ア
ジ
ア
の
な
か
の
渤
海
と
日
本
」
『
渤
海
と
古
代
の
日
本
』
校

12
倉
書
房

二
〇
〇
一
年

（

）
熊
田
亮
介
「
蝦
夷
と
蝦
狄
」
『
古
代
国
家
と
東
北
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
三
年

13
（

）
天
野
哲
也
「
極
東
民
族
史
に
お
け
る
オ
ホ
ー
ツ
ク
文
化
の
位
置
」（
下
）『
考
古
学

14
研
究
』
二
五
―
一

一
九
七
八
年
、
山
浦
清
「
続
縄
文
か
ら
擦
文
文
化
成
立
期
に
か

け
て
の
北
海
道
・
本
州
間
の
交
流
―
そ
の
交
易
の
シ
ス
テ
ム
の
展
開
―
」
『
現
代
の

考
古
学
』
五

朝
倉
書
店

二
〇
〇
〇
年

（

）
蓑
島
栄
紀

前
掲
註
（

）
論
文

15

3

（

）
大
沼
忠
春
「
北
海
道
の
古
代
社
会
と
文
化
―
七
世
紀
～
九
世
紀
」
『
古
代
蝦
夷
の

16
世
界
と
交
流
』
名
著
出
版

一
九
九
六
年

（

）
西
野
修
『
志
波
城
・
徳
丹
城
跡
』
同
成
社

二
〇
〇
八
年

17
（

）
西
野
修

前
掲
註
（

）
書

18

17

（

）
平
川
南
『
日
本
の
原
像
』
小
学
館

二
〇
〇
八
年

19
（

）
西
野
修

前
掲
註
（

）
書
、
平
川
南

前
掲
註
（

）
書

20

17

19

（

）
山
本
崇
・
高
橋
学
「
胡
桃
館
遺
跡
出
土
木
簡
の
再
釈
読
に
つ
い
て
」
『
秋
田
県
埋

21
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
二
〇

二
〇
〇
六
年
、
木
簡
学
会
編
『
木
簡
か
ら

古
代
が
み
え
る
』
岩
波
新
書

二
〇
一
〇
年

（

）
新
井
隆
一
「
古
代
北
奥
羽
の
律
令
的
祭
祀
」
『
古
代
文
化
』
五
八
―
一

二
〇
〇

22
六
年

（

）
樋
口
知
志
「
文
献
史
料
か
ら
み
た

世
紀
前
半
の
奥
羽
北
部
の
城
柵
」
『
第

回

23

9

35

古
代
城
柵
官
衙
検
討
会
資
料
集
』

（

）
渕
原
智
幸
「
九
世
紀
陸
奥
国
の
蝦
夷
・
俘
囚
支
配
―
北
部
四
郡
の
廃
絶
ま
で
を
中

24
心
に
―
」『
日
本
史
研
究
』
五
〇
八

二
〇
〇
四
年

（

）
熊
田
亮
介
「
元
慶
の
乱
関
係
史
料
の
再
検
討
―
『
日
本
三
代
実
録
』
を
中
心
と
し

25
て
―
」
前
掲
註
（

）
書

13

（

）
鈴
木
拓
也
『
蝦
夷
と
東
北
戦
争
』
吉
川
弘
文
館

二
〇
〇
八
年

26
（

）
岩
手
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
中
半
入
遺
跡
・
蝦
夷
塚
古
墳
発
掘
調
査
報
告

27
書
』
二
〇
〇
二
年

（

）
高
橋
崇
『
坂
上
田
村
麻
呂
』
吉
川
弘
文
館

一
九
八
六
年

28
（

）
水
沢
市
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
『
胆
沢
城
展
』
二
〇
〇
二
年

29
（

）
三
浦
圭
介
「
古
代
」『
弘
前
市
史
』
資
料
編

考
古
編

一
九
九
五
年

30
（

）
新
井
隆
一

前
掲
註
（

）
論
文

31

22

（

）
蓑
島
栄
紀
「
渡
嶋
蝦
夷
の
社
会
段
階
と
組
織
化
」
前
掲
註
（

）
書

32

3

（

）
瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
の
歴
史
―
海
と
宝
の
ノ
マ
ド
―
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ

二

33
〇
〇
七
年
、
蓑
島
栄
紀
「
北
方
社
会
の
史
的
展
開
と
王
権
・
国
家
」
『
歴
史
学
研

究
』
八
七
二

二
〇
一
〇
年

（

）
恵
庭
市
教
育
委
員
会
『
茂
漁

遺
跡
・
茂
漁

遺
跡
』
二
〇
〇
四
年

34

7

8

（

）
瀬
川
拓
郎
『
ア
イ
ヌ
の
世
界
』
講
談
社
選
書
メ
チ
エ

二
〇
一
一
年

35
（

）
松
本
建
速
『
蝦
夷
と
は
誰
か
』
同
成
社

二
〇
一
一
年

36

（
あ
ら
い
・
り
ゅ
う
い
ち

大
日
本
図
書
）
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〈表〉田村麻呂の征夷の足跡

回数 年 役職 田村麻呂の主な動き 備 考

・延暦10.1 東海道諸国の軍士・戎具
を検閲

・延暦10.7 征夷副使に任命 ・延暦11.1 斯波村の蝦夷、投降〈史料八〉

延暦13年
1 征夷副使 ・延暦12.2 天皇に辞見 ・延暦13.1 征夷大将軍大伴弟麿に節刀を賜与

（794）

・延暦13.6 蝦夷と戦闘 ・延暦13.10 大伴弟麿、戦果を報告

・延暦14.1 大伴弟麿、節刀を返上

・延暦14.2 大伴弟麿らに授位

・延暦15.1 陸奥出羽按察使・陸奥守
に任命

・延暦15.10 鎮守府将軍に任命

・延暦16.11 征夷大将軍に任命 ・延暦18.2 賊地に居住し、夷語を操った新田
郡百姓を配流〈史料七〉

延暦20年
2 征夷大将軍 ・延暦19.11 諸国の夷俘を検校 ・延暦19.10 征夷副将軍を任命

（801）

・延暦20.2 節刀を賜与

・延暦20.9 戦果を報告

・延暦20.10 節刀を返上

・延暦20.11 田村麻呂らに授位

・延暦21.1 胆沢城造営のため赴任 ・延暦21.1 関東諸国の浮浪人を胆沢城周辺へ
（造胆沢城使任命か） 移住させる

・延暦21.1 越後国の米と佐渡国の塩を出羽国
雄勝城へ運送し、鎮兵粮とする

延暦21年
3 造胆沢城使

（802）
・延暦21.4 胆沢の蝦夷の総帥、アテ ・延暦21.6 王臣家と渡嶋蝦夷との私交易を禁

ルイ、モレらを投降させる 止〈史料一〉

・延暦21.7 アテルイ、モレらを従え ・延暦21.8 アテルイ、モレらを斬刑に処す
て入京

延暦22年 ・延暦22.3 造志波城使として、天皇
4 造志波城使

（803） に辞見

・延暦23.1 征夷大将軍に任命

・延暦23.8 行宮地を選定のため、和 ・延暦23.5 志波城と胆沢郡との間に一駅置く
泉・摂津に派遣

延暦23年
5 征夷大将軍

（804）
・延暦23.10 和泉国藺生野の桓武天

皇の猟に従う

(※実際に､東北へは赴かなかったか)


